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収支報告書の作成支援ソフトの普及及び収支報告書の 

提出手続きの電子化の促進について 
 

１ 会計帳簿・収支報告書作成ソフトについて 

 

総務省では平成２０年１１月より会計帳簿・収支報告書作成ソフト（以

下「総務省ソフト」という。）をホームページにおいて無償で提供してい

る。 

この総務省ソフトを用いることにより、収支報告書の住所の転記などに

係る政治団体の事務負担の軽減を図るとともに、収支報告書の単純な誤記

等を防止し、政治資金の適切な収支の公開に資することが期待できるため、

政治資金適正化委員会としても、総務省ソフトの一層の普及促進を図るこ

とが適当であると考えており、これまでも登録政治資金監査人に対する研

修などの機会にその周知に取り組んできたところである。 

なお、平成２０年度第９回委員会において、総務省ソフトの特色につい

て総務省より説明が実施されている。 

 

【参考】国会議員関係政治団体（総務大臣届出）に係る総務省ソフトの利用状況 
 （平成２６年３月「政治資金適正化委員会における取組及び検討状況についての取りまとめ」より抜粋） 

 

＜国会議員関係政治団体＞ 

 PCにより作成

計 
手書き 合計 

総務省ソフト その他 

団体数 449 208 657 119 776

％ 57.9% 26.8% 84.7% 15.3% 100.0%

※ 総務大臣届出の国会議員関係政治団体のうち、平成 23 年分収支報告書が定期公表時に公表された

団体を対象に調査（解散分・追加分は含まず。） 

※ ＰＣにより作成されたものは総務省ソフト及びその他を一部のみに利用している場合も含む。 

※ 表示単位未満は四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。 

 

２ 政治資金関係申請・届出オンラインシステムについて 

 

全ての政治団体がオンライン（電子手続き）により収支報告書を提出で

きるよう、総務省では政治資金関係申請・届出オンラインシステム（以下

「オンラインシステム」という。）を開設している。 

オンラインシステムについても、その利便性向上を図るために、政治資

金監査報告書等のオンライン提出を促進するための方策を図ることが必

要であると考えており、具体的には、電子的な署名の手段として、現行の

公的個人認証サービスに加え、税理士に広く普及している税理士用電子証

明書も活用できるようにすることが適当であるとの見解を平成２６年３
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月の「政治資金適正化委員会における取組及び検討状況についての取りま

とめ」で示したところである。 

 

３ 総務省ソフト及びオンラインシステムの更新について 

 

今般、総務省において政治資金規正法施行規則の改正に併せて総務省ソ

フト及びオンラインシステムの更新が本年７月に行われた。 

更新の主な内容は別紙のとおりであるが、その中では、本委員会の見解

を踏まえ、オンラインシステムで税理士用電子証明書の活用も可能とした

ところである。 

 

  今般の更新も踏まえ、本委員会では、引き続き、総務省や関係士業団

体と連携して、総務省ソフトの一層の普及促進及びオンラインシステム

の利用促進に向けた取組を行うこととしたい。 



 

会計帳簿・収支報告書作成ソフト及び政治資金関係 

申請・届出オンラインシステムの更新について 

 
 
 

１ 概要 

総務省では、平成 27 年７月に政治資金関係申請・届出オンラインシステムを更

新しております。 

また、会計帳簿と連動して収支報告書を作成することができ、かつ、オンライン

で収支報告書を提出することを可能とする「会計帳簿・収支報告書作成ソフト」（以

下「旧ソフト」という。）を提供しておりますが、政治資金規正法施行規則の一部

を改正する省令（平成 26 年総務省令第 56 号。以下「改正省令」という。）の施行

に伴い、改正省令による改正後の政治資金規正法施行規則（昭和 50 年自治省令第

17 号）に則った新たな「会計帳簿・収支報告書作成ソフト」（以下「新ソフト」と

いう。）を平成 27 年７月から提供しております。 

 

 

２ 主な改修事項 

 (1) 会計帳簿・収支報告書作成ソフト  

○ 届出機能、会計帳簿・収支報告書作成ソフト等について、改正省令の内容

に合わせ、一部機能を改修 

・ 会計帳簿において、遺贈、政治資金パーティーの共同開催について備考

に記載する場合、プルダウンで選択が可能。収支報告書にも自動転記。 

 

（会計帳簿）遺贈の場合 

 

↓ 
（収支報告書（その７）に自動転記） 

 

 

 

 

会計帳簿において、遺贈を入力すると、

収支報告書に自動で転記される。 

別紙 



（会計帳簿）共催の場合 

 

↓ 
（収支報告書（その３）に自動転記） 

 
 
 
 
・ 住所欄に、住所チェック機能を追加。 
 

 

 
 
 
・ エラーチェック時に、発生したエラー箇所へ自動的に画面遷移する機能

を追加。 
 

 
↓ 

 
 

 

※ 旧ソフトに係る留意事項 

新ソフトについては、旧ソフトからフォーマットに変更はありませんが、

Microsoft Excel2007、2010 及び 2013 に対応するようバージョンアップして

おります。 

引き続き、旧ソフトを利用することは可能ですが、新ソフトをダウンロー

ドした上で、旧ソフトから新ソフトへのデータ移行をしてもらうよう周知し

ています。 

会計帳簿において、共同開催を選択する

と、収支報告書に自動で転記される。 

都道府県＋市区町村において誤りが 

あった場合、警告表示がされる。 

エラーのあるシートに移動される 



 (2) 政治資金関係申請・届出オンラインシステム 

○ 日本税理士会連合会が発行する電子証明書の追加 

政治資金適正化委員会の要請に基づき、政治資金監査報告書において使用す

る本人確認のための電子署名に、従前の公的個人認証に加え、日本税理士会連

合会が発行する証明書を追加。 

 

 

 

 

○ 領収書等の写し等の PDF によるオンライン提出を可能とする機能を追加 

政治資金規正法（昭和 23 年法律第 194 号）第 12 条第２項に基づき収支報告

書に併せて提出される領収書等の写し等について、別途郵送が必要となってい

たものを PDF によるオンライン提出を可能とする機能を追加。 

   

 

 

新規追加 

領収書等の写しの有無を選択可能。 


